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Q A

利用できる
サービス

保育支援制度で利用できるサービスはどのようなも
のですか？

ベビーシッターや一時保育（病児・病後児保育含む）利用など、
保育事業者が提供する保育サービスです。
※ファミリーサポートセンターを利用した相互援助（保育）は個
人間契約によるもののため対象となりません。
また、１回の利用につき、利用者負担額が1,200円以上（保育料
のみ）である必要があります（自治体による利用料の減免措置や
令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化により、利用者
負担額が1,200円未満となった場合は支援対象外）。

支援の対象となるのは、どのような人ですか？

本学に勤務する職員（非常勤職員を含む）で、土日祝日での勤
務、子の病気等により、緊急かつやむを得ず通常利用している
サービス以外の保育サービスを利用しなければならない方です。
なお、幼稚園等で事前に計画されているお休みの場合は、緊急で
はないため、支援対象となりません。

非常勤職員も支援の対象ですか？
非常勤職員の場合、本学の社会保険加入者であれば利用できま
す。

子の年齢 子供の年齢は何歳まで対象となっていますか？ 0歳〜中学校就学前までの乳幼児・児童が対象です。

利用回数や金額に上限がありますか？
同一世帯１ヶ月につき４回、年間36,000円を上限としています。
※ただし、予算の範囲内で行うため、予算額及び希望者数により
年間の支援上限額を調整することがあります。

同じ日に２人以上の子供を預けた場合の回数のカウ
ントはどうなりますか？

子供１人につき１回とカウントします。同じ日であっても２人預
ければ２回とカウントし、それぞれに対して1,200円の支援を行
います。

その他
年休を取得している日に病児保育を利用した場合、
申請できますか？

本学の業務を行うための支援となっておりますので、出勤されて
いない日は、支援対象となりません。

Q A

請求手続き
保育サービスを利用しました。請求にはどのような
書類が必要ですか？

・鹿児島大学保育支援制度利用補助請求書
（HPからダウンロード）
・領収書（原本）
・勤務実績に係る書類（出勤簿の写し）
・請求明細書・保育料実績表（さっつん保育園及びさくらっ子保
育園の場合のみ）
※領収書に病児保育等の記載が無い場合は、その旨が分かる書類
を添付してください。

記入する時、気を付けることがありますか？
・請求書には一ヶ月利用分をまとめて記入
・請求できる回数は、同一世帯１ヶ月に４回まで
・請求金額は利用回数×1,200円

請求書の提出期限はいつですか？
月締めにて、一ヶ月分をまとめてご提出ください。基本的には翌
月５日までとなっておりますが、お休みの関係で変更になる月も
あります。HPにてご確認ください。

領収書
領収書が他の手続きに必要です。コピーを提出して
もよいですか？

領収書は原本のみとなっておりますので、コピーは利用できませ
ん。

支援対象者
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